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①幼児エリア 

幼児（１歳～３歳）を対象としたエリア

を遊具広場北側に設定します。サークルな

どにより、外部と遊ぶ空間を仕切り、舗装

材を安全面に考慮した材質にするなど、幼

児でも安全に遊べる環境を整備します。併

せて、幼児の見守り空間として屋根などを

整備します。 

 

②児童エリア 

児童エリアは、遊具広場の中央部に配置

し、本公園の象徴となる複合遊具を設置し

ます。整備に当たっては、周辺の公園環境

に配慮した外観・意匠とし、幅広い年齢層

（３歳～12歳）が楽しめる機能を極力取り

入れます。 

また、複合遊具には、運動機能（アスレ

チックなど）を有するものとします。 

 

③親水エリア 

水遊びができる噴水などの施設を整備

します。なお、配置は、過去に噴水が設置

されていた場所を検討します。 

 

 

 

 

 

④芝生広場エリア 

既存の樹木や芝生を生かし、ベンチを設

置することで、大人から子どもまで自由に

利用できる広場を整備します。また、和風

園地への回遊性を高めるための人道橋の

新設や芝生広場より見渡せるふれあい緑

道にあるフォリー（水鳥）の利活用を検討

します。  

■幼児エリアのイメージ 

■複合遊具のイメージ 

参考：笠松町運動公園 

■親水施設のイメージ 

参考：東海市太田川駅 

■フォリー（水鳥） 

参考：遊具メーカーカタログ 
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3-2-8 多目的広場・自由広場 

 

（1）整備方針 

 

 

 

 

 

 

（2）配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■配置図 

自由広場 

・スポーツや文化イベント、防災訓練などに活用できる多目的空間とする。 

・多目的な活用を視野に入れ、自由広場を芝生広場とする。 

・災害時に活用できる空間とする。 

多目的広場 
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3-2-9 駐車場 

 

（1）整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

（2）配置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■配置図 

公園東側に増設分の駐

車場を整備する。 

臨時駐車場として使用

できる多目的広場を公

園東側に整備する。 

・陸上競技大会を想定して算出した必要駐車台数（小型車：400台以上、大型車：

10台以上、思いやり駐車場：8台以上）を確保する。 

・利用者の利便性を高めるため、駐車場の駐車桝を拡張する。 

・臨時駐車場として使用できる多目的広場を公園東側に新設する。 

・駐車場の有料化を検討する。 

既設駐車場 
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（3）概要 

既存駐車場は、1台当たりの駐車桝の幅を拡張します。また、必要駐車台

数を次のとおり確保します。 

 

表 駐車場の概要 

 ①既設駐車場 ②新設駐車場 ③臨時駐車場 合計 必要駐車台数 

小型自動車 207 51 152 410台 400台以上 

思いやり 5 3 - 8台 8台以上 

大型車（バス） 3 7 - 10台 10台以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

②新設駐車場 
・小型  51台 
・バス   7台 
・思いやり  3台 

③臨時駐車場（多目的広場） 
・小型  152台 
※普段は多目的広場として、
大会開催時などには駐車場
として活用する。 

■駐車場の概要 

①既設駐車場の改修 
・小型  207台 
・バス    3台 
・思いやり   5台 
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（4）駐車場有料化の検討 

多目的総合運動広場の整備やテニスコートの増設、子どもの外遊びの場の

充実などにより、これまでより駐車場が混雑することが想定されます。公園

利用者のための駐車台数を確保すること及び受益者負担の観点から駐車場の

有料化を検討します。 
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3-2-10 民間活力導入 

 

（1）基本方針 

 

 

 

（2）民間活力導入候補施設 

本公園内で民間活力導入の可能性がある候補施設は、次の６つの施設を考

えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑤和風園地 

■民間活力導入候補施設 

③遊具広場 

②テニスコート 

①駐車場 ④多目的総合運動広場 

①駐車場 

・民間活力導入の可能性がある施設や取組を検討する。 

 

⑥総合管理棟 
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3-2-11 雨水流出抑制 

 

（1）整備方針 

 

 

 

 

 

 

 

（2）雨水貯留施設の検討 

雨水貯留施設は、低い箇所に一時的に雨水を貯留する表面式と地下に雨水

を貯留する地下式が考えられますが、詳細は設計段階で検討します。 

 

3-2-12 新木津用水敷地の活用 

  新木津用水は、朝宮公園に隣接して流れており、その敷地を公園と一体利用

することで、より公園の魅力を高めることができます。新木津用水の敷地の利

用について、管理者との協議を進めます。 

・春日井市雨水流出抑制に関する基準に基づき雨水流出の抑制を行う。 

・降雨時に整備後の区域から出る水量が整備前と比較して増加しない規模とする。 

・雨水貯留施設の大きさは、流出量の差分を 2時間貯留できる規模とする。 

・雨水流出量の計算は、愛知県開発許可基準に基づいて行う。 

新木津用水の敷地 

■新木津用水の敷地 
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3-3 アクセスや動線の検討 

3-3-1 公園内の動線検討 

(1) 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 移動手段及び用途別公園内動線の設定 

公園内で想定される移動手段及び用途は、次のとおりです。 

表 移動手段及び用途 

手 段 対 象 備 考 

自動車 

来園車両 一般小型自動車等 

公園管理車両 軽・小型車バン、トラック等 

搬入車両 自販機飲料配送車、機材搬入車等（大型トラック） 

緊急車両 救急自動車、消防自動車等 

自転車 公園利用者 公園内では自転車の走行や通抜けは行わない 

歩行者 
一般健常者 通常歩行者全般 

歩行困難者 車椅子利用者、ベビーカー等 

  

・多目的総合運動広場の整備に伴い、歩行者のみならず、維持管理車両や自販機飲料水の

搬入、競技器具・イベント機材搬入車両の通行にも留意した経路・乗入口とする。 

・来園者の誰もが公園一帯を楽しく快適に歩行・散策することができる園路とする。 
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(3) 園路の幅員の設定 

園路幅員は、次のとおり設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

都市公園技術資料解説書より 

園路の幅員の目安 
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3-3-2 公園周辺のアクセス経路の検討 

(1) 基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 交通手段及び車種・用途別公園アクセス動線の設定 

本公園への移動手段及び用途は、次のとおりです。 

表 移動手段及び用途 

 

(3) 公園周辺の居住環境や交通環境に配慮すべき事項 

公園周辺の道路は、公園東側に隣接した住宅地向けの細街路(市道3723号線)

において、通過交通の流入が確認されていることから、陸上競技大会時やイベ

ント時に公園駐車場へと向かう交通流が、これらの通過交通の助長とならない

ように、新設を予定する東側駐車場の配置や出入口の位置を決定します。 

周辺の居住環境や交通環境への影響を軽減させるための車両の公園出入口

位置や駐車場配置を次頁に示します。  

手 段 対 象 備 考 

自動車 

一般車 乗用車・マイクロバス等の小型車 

大型乗合自動車 大型観光バス等 

イベント・災害対応車両 器具・機材搬入トラック等大型車 

JR春日井駅、勝川駅からの公共交通 名鉄バス、かすがいシティバス 

緊急車両 救急自動車、消防自動車等 

・周辺の居住環境や交通環境に配慮したアクセス経路を設定する。 

・陸上競技場を整備した場合の大会開催時やイベント時に想定される大型乗合自動車や機材な

どを搬入するためのトラックが主要幹線道路から公園へ円滑にアクセスできる経路を確保する。 

・公園への大型車のアクセスが1か所に集中することを防ぐため、駐車場を分散配置し、出入口を

新設する。 

・救急車や消防車等の緊急車両が速やかに公園に到着でき、かつ搬送先として想定される病院

等へも速やかにアクセスできる経路を確保する。 

・公園北側の市道110高山線に対して駐車場の乗入口を新たに設置する。 
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陸上競技場（計画） 

朝宮公園 

朝宮公園北 

朝宮公園前 

駐車場 

（新規増設） 

駐車場 

（既設改修） 

野球場 

（既設） 

周辺の居住環境や交通環境に配慮した車両の公園出

入口位置や駐車場配置 

公園北側の市道 110高山線に面し、 

東側駐車場への出入口を新設する。 

(大型車に対応した乗入幅とする) 

既設の公園西側の駐車場は、大幅な拡張が

困難であるため、運動公園として再整備さ

れた際に必要となる追加駐車台数について

は、公園東側に新設配置する。 

凡 例 

東西いずれかの駐車場が満車に

なった際に推奨する迂回経路 

想定される迂回経路（細街路通行） 

① 

② 

③ 

④ 

①市道 110高山線の交通混雑 

②細街路への進入車両の増大 

③広幅な市道 3730号線の路上

駐車による交通流への支障 

④市道 112朝宮線の交通混雑 

【回避すべき周辺交通課題事象】①～④ 

① 
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3-4 防災機能の検討 

3-4-1 防災計画上の位置付け 

朝宮公園は、災害時の広域避難場所として指定されており、広域避難場所と

しての一時的避難者の収容人員は52,200人と設定されています。朝宮公園への

避難の対象となる災害は、洪水・地震・大規模火災・内水氾濫の４項目です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域避難場所：指定緊急避難場所のうち、地震などによる火災が延焼拡大して地域全体が危険にな
ったときに一時的に多くの市民が避難できる場所 

 

平常時 災害時 

外周緑地ゾーン 

広場ゾーン 

中央広場ゾーン 

広場ゾーン 

競技場ゾーン 

外周緑地ゾーン 
広場ゾーン 

外周緑地ゾーン 広場ゾーン 

駐車場ゾーン 

競技場ゾーン 駐車場ゾーン 

【災害時の公園利用イメージ】 

（出典：春日井市地域防災計画 様式・資料集） 

防火樹林帯ゾーン 

給水ゾーン 

避難ゾーン 

救援ゾーン 

防火樹林帯ゾーン 

緊急車両ゾーン 

避難ゾーン 

防火樹林帯ゾーン 
避難ゾーン 
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3-4-2 必要となる防災機能 

 

(1) 防災備蓄倉庫 

非常用食糧の備蓄やマンホールトイレ用の衛生器具やトイレ用テント、移動

式ポンプなどの格納を想定した防災備蓄倉庫を整備します。 

 

 

(2) 自然エネルギー照明及び非常用電源設備（商用電源消失時） 

平常時に夜間照明の一部として使用する自然エネルギーを活用した太陽光

発電や風力発電併用の照明灯（消費電力の少ないＬＥＤランプ）を夜間の被災

時で商用電源が使用できない場合を想定し、避難誘導の際にも使用ができるよ

う、出入り口・マンホールトイレ・井戸・公園内の階段付近に設置します。 

  

【参考】災害向け自然エネルギー電源供給型園路照明の事例（太陽エネルギー） 

公園内での導入事例写真 太陽エネルギーと風力の併用タイプ 
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(3) 非飲料用井戸及び手動式井戸ポンプ 

植樹への散水や庭園内の池、親水機能などへの注水として使用するための非

飲料用の井戸の設置を検討します。災害時には避難場所や避難者の公衆衛生を

確保するための清掃用水やマンホールトイレの洗浄水として活用することが

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) マンホールトイレ 

広域避難場所は、被災直後の一時的な避難場所であり、長期避難が想定され

ないため、通常、マンホールトイレを設置する必要はありませんが、断水時に

おける近隣の在宅避難者のためのトイレや仮設住宅設置後の居住者のトイレ

としての活用を見込むことができることから、マンホールトイレを設置します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】公園内に設置されている井戸ポンプの事例 

 

植栽の灌水に活用している事例 
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(5) 耐火樹による延焼防止樹林 

延焼防止のため公園の外周部には、遮蔽率が高く、着火や引火のしにくい維

持管理が容易な常緑樹木を主体とした防火性の高い樹種を植栽します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 耐震性防火水槽の設置 

競技場建設に伴い、災害時の消防用水を確保するための耐震性防火水槽を２

基以上設置します。 

【参考】防火性の高い植栽・樹木の例 

防災公園の計画・設計に関するガイドライン（案）（平成27年9月改訂版）より抜粋 


